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●
受
給
す
る
た
め
に
は

　

こ
ど
も
課
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　

11
月
30
日
ま
で
に
申
請
い
た
だ
く
と
次

　

の
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
。

・
平
成
22
年
７
月
31
日
ま
で
に
支
給
要
件

　

に
該
当
し
た
方
↓「
８
月
分
」か
ら
支
給

・
平
成
22
年
８
月
１
日
以
降
、
11
月
30
日
ま

　

で
に
支
給
要
件
に
該
当
し
た
方
↓「
要
件

　

に
該
当
し
た
日
の
翌
月
分
」か
ら
支
給

※
11
月
30
日
を
過
ぎ
る
と
、「
申
請
の
翌
月

　

分
」か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
。

　

支
給
要
件
、
手
当
額
、
支
給
開
始
月
な
ど

　

の
確
認
が
必
要
で
す
の
で
、
ま
ず
は
こ

　

ど
も
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た
は
母
と

　

生
計
を
共
に
し
て
い
な
い
子
ど
も
が
育

　

成
さ
れ
る
家
庭
（
ひ
と
り
親
）の
生
活
の

　

安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
し
子
ど
も

　

の
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
て
支
給
さ

　

れ
る
手
当
で
す
。

●
対
　
象（
受
給
で
き
る
方
）

　

18
歳
に
到
達
し
た
日
以
後
最
初
の
３
月

　

31
日
ま
で
の
子
ど
も
、
ま
た
は
20
歳
未

　

満
で
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
あ

　

る
子
ど
も
が
次
の
①
〜
⑤
の
い
ず
れ
か

　

に
該
当
し
、
ま
た
、
父
が
そ
の
子
ど
も
を

　

監
護
し
、
か
つ
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

　

る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど
も

②
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

③
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

　

子
ど
も

④
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子
ど
も

⑤
そ
の
他

●
手
当
額

　

受
給
資
格
者
（
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
や

　

母
な
ど
）
が
監
護
養
育
す
る
子
ど
も
の

　

数
や
受
給
資
格
者
の
所
得
な
ど
に
よ
り

　

決
め
ら
れ
ま
す
。

○
児
童
１
人
の
場
合

　

９
８
５
０
円
〜
４
万
１
７
２
０
円

■
問
い
合
わ
せ

　

こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
係

　
　
　
（
２
３
）８
９
３
２

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告
において、全額が社会保険料控除の対象となり
ます。その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までに
納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付し
たことを証明する書類の添付が義務付けられて
います。このため、平成 22 年１月１日から９月
30 日までの間に、国民年金保険料を納付された
方については、「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が本年 11 月上旬に日本年金機構本部
から送付されますので、年末調整や確定申告の
際には必ずこの証明書（または領収証書）を添付
してください。
　また、10 月１日から 12 月 31 日までの間に今
年はじめて国民年金保険料を納付された方につ
いては、来年の２月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された
場合も、ご本人の社会保険料控除に加えること
ができますので、ご家族あてに送られた控除証
明書を添付のうえ申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に
ついてのご照会は、控除証明書のはがきに表示
されている電話番号にお問い合わせください。

■問い合わせ
　控除証明書専用ダイヤル（平成 23 年 3月 15 日まで）
　　　０５７０（０７０）１１７
※通話料金は、一般固定電話の場合、市内通話料金
　でご利用いただけます。
　ＩＰ電話・ＰＨＳ など
　　　０３（６７００）１１３０
　大田原年金事務所総合相談室
　　　（２２）６３１１
　市国保年金課国民年金係
　　　（２３）８９２８

国民年金からのお知らせ
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発
行されます。
年末調整・確定申告まで大切に保管を！

子育て支援情報子育て支援情報子育て支援情報子育て支援情報子育て支援情報子育て支援情報子育て支援情報子育て支援情報
子育てサロン
★開設時間  9:00～12:00

つどいの広場
★開設時間  9:00～14:00

子育て支援センター
★開設時間

■問い合わせ　
　こども課子育て支援係
　　 （２３    ）８９３２

木曜日

火･木･金・第２土曜日
休館：11/23

火曜日
休館：11/23、11/30

子育てサロン かねだ
(金田北地区公民館)

子育てサロン のざき
(うすばアットホーム)

月･水･金・第４土曜日
休館：11/3

つどいの広場 県北体育館
(県北体育館幼児体育室)

つどいの広場 さくやま
(旧さくやま保育園)

赤ちゃんから就園前までのお子さんと
保護者の交流の場です。

就園前のお子さんと保護者が交流を図りな
がら育児相談などを行うための場です。

親子交流の場の提供や子育ての悩みに
関する相談・適切なアドバイスを行い
ます。

月・水曜日
休館：11/3

子育てサロン かわにし
(川西高齢者ほほえみセンター)

しんとみ子育て支援センター
(しんとみ保育園)

すみよし子育て支援センター
(子育てプラザ館)

ゆづかみ子育て支援センター
(ゆづかみ保育園)
くろばね子育て支援センター
(くろばね保育園)

毎週
月～金曜日

（２３）８７２８

（２２）５５７７

（９８）３８８１

（５９）１０７７

開設日

開設日

開設日

開設日

開設日

【お願い】施設の利用にあたっては、ケガや事故防止のた 
　め、お子さんから目を離さないようお願いします。

休館：11/3
11/23

８
月
か
ら
父
子
家
庭
の

皆
様
に
も
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
が
始
ま
り
ま
し
た

開設日

  9:00～12:00
13:00～16:00


